
国
立
国
会
図
書
館
の
会
計
監
査
に
関
す
る
件 

（
平
成
二
十
八
年
十
二
月
二
十
二
日
館
長
決
定
第
十
号
） 

改
正 

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日
館
長
決
定
第
一
号 

  

（
趣
旨
） 

１ 

本
件
は
、
監
査
実
施
責
任
者
及
び
監
査
員
の
設
置
等
に
関
す
る
内
規
（
平

成
二
十
八
年
国
立
国
会
図
書
館
内
規
第
五
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

国
立
国
会
図
書
館
に
お
け
る
会
計
の
監
査
（
以
下
「
会
計
監
査
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
会
計
監
査
の
目
的
） 

２ 

会
計
監
査
は
、
会
計
法
令
等
に
基
づ
き
、
予
算
の
適
正
か
つ
効
率
的
な
執

行
及
び
会
計
経
理
の
適
正
な
運
用
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
会
計
監
査
の
種
類
） 

３ 

会
計
監
査
は
、
次
の
二
種
と
す
る
。 

 

一 

一
般
会
計
監
査 

第
六
項
に
定
め
る
会
計
監
査
計
画
に
従
い
実
施
す
る

も
の 

 

二 

特
別
会
計
監
査 

館
長
が
必
要
と
認
め
た
場
合
に
、
館
長
が
指
定
す
る

事
務
に
つ
い
て
実
施
す
る
も
の 

 

（
会
計
監
査
の
対
象
範
囲
） 

４ 

会
計
監
査
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

一 

債
権
の
管
理
及
び
歳
入
に
関
す
る
事
務 

 

二 

支
出
負
担
行
為
及
び
支
出
に
関
す
る
事
務 

 

三 

現
金
の
出
納
及
び
保
管
に
関
す
る
事
務 

 

四 

契
約
に
関
す
る
事
務 

 

五 

国
有
財
産
の
管
理
に
関
す
る
事
務 

 

六 

物
品
の
管
理
に
関
す
る
事
務 

 

七 

旅
費
に
関
す
る
事
務 

 

八 

そ
の
他
館
長
が
必
要
と
認
め
る
事
務 

（
中
期
計
画
） 

５ 

総
務
部
長
は
、
一
般
会
計
監
査
を
適
正
に
実
施
す
る
た
め
、
中
期
的
に
達

成
す
べ
き
目
標
及
び
そ
の
た
め
の
実
施
内
容
等
を
記
載
し
た
計
画
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
中
期
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
中
期

計
画
は
、
三
年
ご
と
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
会
計
監
査
計
画
） 

６ 

総
務
部
長
は
、
毎
年
度
、
当
該
年
度
の
一
般
会
計
監
査
の
対
象
と
な
る
事

務
、
重
点
監
査
項
目
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
事
項
を
記
載
し
た
会
計
監
査
計

画
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
実
施
通
知
） 

７ 

総
務
部
長
は
、
一
般
会
計
監
査
の
実
施
に
当
た
り
、
当
該
一
般
会
計
監
査

の
対
象
と
な
る
事
務
を
所
掌
す
る
部
局
（
調
査
及
び
立
法
考
査
局
、
総
務
部

を
除
く
部
、
関
西
館
及
び
国
際
子
ど
も
図
書
館
並
び
に
総
務
部
の
各
課
を
い

う
。
以
下
「
被
監
査
部
局
」
と
い
う
。
）
の
長
に
対
し
、
実
施
期
間
等
に
つ

い
て
あ
ら
か
じ
め
文
書
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
会
計
監
査
の
方
法
） 



８ 

監
査
実
施
責
任
者
及
び
監
査
員
は
、
書
面
及
び
実
地
の
方
法
に
よ
り
会
計

監
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（
書
類
の
提
出
等
の
要
求
） 

９ 

監
査
実
施
責
任
者
及
び
監
査
員
は
、
被
監
査
部
局
の
担
当
者
に
対
し
、
書

類
の
提
出
、
事
実
の
説
明
そ
の
他
会
計
監
査
に
関
し
必
要
な
事
項
を
要
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
所
見
） 

10 

監
査
実
施
責
任
者
は
、
一
般
会
計
監
査
を
終
了
し
た
と
き
は
、
被
監
査

部
局
の
担
当
者
に
対
し
、
当
該
一
般
会
計
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
所
見
を
述

べ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
結
果
の
報
告
） 

11 

監
査
実
施
責
任
者
は
、
総
務
部
長
に
対
し
、
前
項
の
一
般
会
計
監
査
の

結
果
を
文
書
に
よ
り
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
結
果
に
つ
き

緊
急
を
要
す
る
と
認
め
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
口
頭
に
よ
り
、
直
ち
に
そ
の

要
旨
を
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
結
果
の
通
知
及
び
是
正
又
は
改
善
の
措
置
） 

12 

総
務
部
長
は
、
被
監
査
部
局
の
長
に
対
し
、
第
十
項
の
一
般
会
計
監
査

の
結
果
を
文
書
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
是

正
又
は
改
善
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
文
書

に
よ
り
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
指
示
す
る
も
の
と
す
る
。 

13 

被
監
査
部
局
の
長
は
、
前
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
指
示
を
受
け
た
と
き

は
、
直
ち
に
当
該
指
示
に
係
る
措
置
を
講
じ
、
総
務
部
長
に
対
し
、
そ
の
結

果
を
文
書
に
よ
り
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
改
善
状
況
の
報
告
） 

14 

総
務
部
長
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
被
監
査
部
局
が
講
じ
た
措
置
に

つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
そ
の
後
の
改
善
状
況
の
報
告
を

求
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
館
長
へ
の
報
告
） 

15 

総
務
部
長
は
、
館
長
に
対
し
、
毎
年
度
一
回
、
当
該
年
度
の
一
般
会
計

監
査
の
結
果
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

16 

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
部
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認

め
た
と
き
は
、
館
長
に
対
し
、
速
や
か
に
そ
の
行
っ
た
一
般
会
計
監
査
の
結

果
を
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
内
部
評
価
の
実
施
） 

17 

総
務
部
長
は
、
一
般
会
計
監
査
の
終
了
後
、
当
該
一
般
会
計
監
査
の
実

施
状
況
の
評
価
（
以
下
「
内
部
評
価
」
と
い
う
。
）
を
行
い
、
そ
の
結
果

を
館
長
に
報
告
す
る
も
の
と
す
る
。 

18 

総
務
部
長
は
、
内
部
評
価
の
結
果
を
踏
ま
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
翌
年
度
以
降
の
一
般
会
計
監
査
の
内
容
を
見
直
す
も
の
と
す
る
。 

 
（
特
別
会
計
監
査
） 

19 

第
七
項
及
び
第
十
項
か
ら
第
十
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
特
別
会
計
監
査

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
総
務
部

長
」
と
あ
る
の
は
「
館
長
」
と
、
「
一
般
会
計
監
査
」
と
あ
る
の
は
「
特
別

会
計
監
査
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 



 

（
細
則
） 

20 
本
件
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
会
計
監
査
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
別
に
定
め
る
。 

 
 

 

附 
則 

 

本
件
は
、
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則
（
令
和
元
年
十
二
月
二
十
日
館
長
決
定
第
一
号
） 

 

本
件
は
、
令
和
二
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 


